
法
華
経
は
闘
浮
堤
、
さ
ら
に
は
全
世
界
に
流
布
さ
れ
る
べ
き
経

典
で
あ
る
。
す
る
と
日
本
国
に
注
目
し
て
仏
法
流
布
を
考
え
る
五

義
刊
は
必
要
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
閥
浮
提
に
お
け
る

法
華
経
の
流
布
と
日
本
国
と
い
う
こ
と
に
留
意
し
て
御
書
を
拝
読

す
る
と
『
顕
仏
未
来
記
』
等
に
説
示
さ
れ
た
、
仏
滅
後
の
仏
法
流

布
の
状
況
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
正
像
時
に
仏
法
が
東
漸
し
、

末
法
時
に
は
法
華
経
の
み
が
閥
浮
堤
に
流
布
す
る
と
い
う
も
の

で
、
日
本
国
は
そ
の
法
華
経
流
布
の
出
発
地
点
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
『
撰
時
抄
』
で
は
、
閣
浮
堤
の
す
べ
て
の
国
が

法
華
経
流
布
の
国
と
な
る
こ
と
で
、
法
華
経
流
布
が
成
就
す
る
状

況
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
、
回
避
聖
人
は
仏
法
流
布
の
国
土
と
し
て
の

「
日
本
国
」
を
法
華
経
流
布
の
固
と
認
識
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
末

法
に
お
け
る
法
華
経
流
布
の
出
発
地
点
で
あ
る
と
い
う
「
閥
浮

堤
」
へ
の
広
が
り
を
も
っ
た
認
識
で
あ
り
、
こ
う
し
た
こ
と
か

ら
、
日
蓮
聖
人
は
閥
浮
堤
と
い
う
広
い
領
域
を
想
定
す
る
と
同
時

に
、
仏
説
に
よ
り
、
仏
法
流
布
の
一
領
域
と
し
て
「
園
」
と
い
う

も
の
を
想
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

教
院
制
度
に
つ
い
て
の
一
考
察

浜

典

彦

島

明
治
初
期
の
仏
教
界
の
動
向
を
探
る
時
、
神
仏
合
併
大
教
院
の

存
在
意
義
は
大
き
い
。
従
来
、
そ
の
位
置
付
け
、
設
立
過
程
、
解

散
へ
の
経
過
に
つ
い
て
の
研
究
が
数
多
く
発
表
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
そ
の
内
容
へ
の
論
究
は
余
り
見
ら
れ
な
い
。
合
併
大
教
院

が
後
世
の
仏
教
各
宗
の
教
育
・
行
政
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
こ

と
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
の
吟
味
は
必
要
と
言
え
る
。
以
下
、
合
併

大
教
院
を
頂
点
と
す
る
中
小
教
院
組
織
を
制
院
制
度
と
呼
び
、
概

観
す
る
と
、

八
規
則
〉

大
教
院
二
十
三
条

三
条
教
則
の
趣
旨
理
解
、
教
導
職
養
成
、
強
下
に
中
小
教
院
合

議
所
設
置
、
四
神
祭
紀
、
毎
月
一
六
の
日
説
教
、
教
義
講
究
、

教
導
職
検
定
等
。

中
教
院
二
十
五
条

府
県
毎
に
一
院
設
置
、
小
教
院
管
理
、
四
神
祭
記
、
教
導
職
検

定
、
学
級
規
定
、
神
道
仏
教
七
宗
の
本
院
誌
等
。
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小
教
院
（
合
議
所
）

見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
明
治
五
年
十
一
月
、
一
寺
一
社
を
小

教
院
と
見
倣
す
こ
と
を
認
可
、
四
神
祭
記
に
つ
い
て
は
「
勝
手

タ
ル
ヘ
キ
事
」
。
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府
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芝
｜大

八
組
織
図

V

合
併
大
教
院
を
頂
点
と
す
る
中
小
教
院
の
組
織
、
教
院
制
度
の
盤

備
は
増
上
寺
開
院
の
前
後
で
あ
る
。

大
教
院
組
織
図
（
明
六
・
三
・
十
四

！神道各派｜｜仏教七宗｜＝｜各宗々務局｜

｜大 4 院｜

教
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八
学
課
〉

大
教
院
の
学
課
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
中
教
院
で
は
課
程
を

上
下
二
等
、
さ
ら
に
下
級
を
三
級
に
分
け
、
皇
典
・
釈
学
・
漢
学

・
洋
学
等
の
学
課
を
能
力
に
応
じ
て
設
定
し
て
い
る
。

八
説
教
〉

大
教
院

毎
日
一
六
の
日
、
（
資
格
〉
教
導
職
訓
導
以
上
、
（
場
）
四
神

祭
柁
の
大
教
院
説
教
席
、
ハ
内
容
）
十
一
兼
題
・
十
七
兼
題
、
ハ
聴

衆
）
教
部
省
役
人
・
役
掛
教
導
職
・
講
中
及
び
一
般
、
楽
人
演

奏。

中
教
院

毎
月
三
度
以
上
、
そ
の
他
の
内
容
は
大
教
院
に
準
じ
る
。

仏
教
側
か
ら
復
権
を
目
的
と
し
て
開
設
さ
れ
た
神
仏
合
併
大
教

院
、
教
院
制
度
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
実
施
さ
れ
た
内
容
は
神
主

仏
徒
の
宗
教
行
政
の
継
続
、
組
織
は
官
権
の
意
志
に
沿
っ
た
国
民

の
信
仰
・
思
想
を
指
導
す
る
教
導
職
の
養
成
の
場
で
し
か
な
か
っ

た
。
職
制
へ
の
協
力
は
、
仏
教
側
の
望
む
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た

が
、
神
仏
混
交
の
講
義
状
況
・
説
教
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
合
同
の

現
場
で
の
混
乱
は
予
想
を
上
回
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

日
蓮
教
学
に
よ
ぽ
け
る

の
宗
教
的
意
義

「
孝
養
」

原

慣

定

日
蓮
聖
人
が
提
起
し
た
宗
教
的
罪
の
問
題
性
を
追
求
し
よ
う
と

す
る
と
き
、
「
不
孝
」
と
い
う
語
が
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ

て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
す
な
わ
ち
聖
人
は
、
当
時
の
社
会
的
罪

と
し
て
通
念
化
さ
れ
て
い
た
「
不
孝
」
の
語
を
一
つ
の
響
喰
と
し

て
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
釈
尊
に
対
す
る
「
不
孝
」
と
い
う
宗
教

的
罪
が
存
在
す
る
こ
と
を
門
下
の
人
々
に
実
感
性
を
も
っ
て
示
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
今
回
は
、
「
不
孝
」
の
対
立
概
念
で
あ
る
「
孝
養
」
と

い
う
問
題
の
特
質
を
考
察
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
日
蓮
教
学
に
お
い

て
「
不
孝
」
と
「
孝
養
」
と
は
ち
ょ
う
ど
宗
教
的
罪
と
そ
の
救
い

の
構
造
に
対
応
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
「
孝
養
」
の
一
般
的
概
念
は
、
親
子
関
係
の
あ
り
方
を
規

定
し
た
儒
教
倫
理
の
徳
目
で
あ
り
、
主
君
に
対
す
る
「
忠
誠
」
と

と
も
に
、
い
わ
ゆ
る
封
建
的
タ
テ
社
会
の
秩
序
を
支
え
た
基
本
道

徳
で
あ
る
。
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